
【治水対策のあり方】
　◆治水の理念が人命尊重であるという基本に立ち返ると、治水のあるべき姿としては、何ミリの雨を流す、というような流下能力中心の対策ではなく、一定規模の被害を最小限に食い止める、という危険度低減を中心とした対策が、現世代にも効果が及ぶような期間内に実施されるべきである。

◆したがって、今後５０年間に約１兆円を費やして府域の河川を一律に「１００年に一度の大雨（８０ミリ）」に対応させるという考え方を改め、床上浸水程度以上の被害を解消又は低減するべく、当面の治水目標を河川ごとに仕分けし、これを今後２０～３０年間に４～５千億円で実現させる、という新たな整備方針を打ち立てることは妥当と考える。

【槇尾川の整備手法】

　◆槇尾川を「６５ミリの雨」という治水目標に対応させるにあたり、最も効率的かつ効果的な整備手法は、ダムによる現計画での対応ではなく、「河川改修＋局所改修＋堤防補強」案による対応であると考える。
【地元等への配慮と説明】
　◆ダム事業からの撤退に際しては、地元等への十分な配慮と説明が必要である。特に新たな用地買収が必要となる上流部については、とりわけ丁寧に対応すべきである。我が会派としては、具体的に、流木対策の早期着手、付替道路の完全整備、ダム予定地両岸の土砂崩落防止策の早期完了、ソフト対策の充実、を求める。
【ダム事業撤退の前提（法的リスクの回避）】

◆本見解では、槇尾川について、ダム本体工事に着手したにも関わらず、ダムによらない手法に変更すべきことを主張しているが、これを進めるにあたっては、将来、仮に水害等が発生してしまったとしても、水害訴訟等による国家賠償法上の責任が発生しない、ということを前提としなければならない。もし、この前提が成立しないのであれば、槇尾川の整備手法は本見解の限りではない。


１　治水対策（治水施設の整備）のあり方について
「今後の治水対策の進め方（報告書）」（平成２２年６月）のポイントは、人命を守ることを最優先する、という理念に立ち返って、河川の機能面強化に重きを置くよりも、実際に起こり得る被害の低減、解消に重きを置いた治水目指す、ということと、そのために、いかに効果的、効率的な整備手法を選択するか、ということであると考える。

従前は、府域の全河川について、１００年に一度起こり得る大雨（８０ミリ）に一律に対応する、という方針であり、これはある意味での安心感があったことは事実である。しかし、その対応完了が５０年も先の話ということになれば、これはもう現世代のほとんどの人が効果を受けられなくなってしまう。
また、財政再建に取り組む本府において、財源に限りがある中、対応完了までに約１兆円を超える莫大な事業費を要するような目標は、政策として現実的とは言い難い。
そこで、雨水量対応ありきではなく、床上浸水程度以上の被害を解消又は低減させるということを最優先のミッションとし、新たに３０年に一度起こり得る大雨（６５ミリ）への対応、という段階を設けたうえで、目指すべき当面の治水目標を個別河川ごとに、「１０年に一度の大雨（５０ミリ）」、「３０年に一度の大雨」、「１００年に一度の大雨」のいずれかに設定し、これを今後２０～３０年間に４～５千億円程度で実施していく、という新たな方針は妥当である。

２０～３０年後は、結果として８０ミリの雨を流下させる能力には満たない河川も残るだろう。しかし住民から見れば、少なくとも床上浸水程度以上の被害は解消又は低減されるのである。それは、「目に見える」、「わかりやすい」対応であるがゆえに、大きな安心感を与えることができると考える。
長い年月と莫大な費用をつぎ込んで大規模事業を完成させるよりも、むしろ、その都度、そのときどきに応じて適切な対応をしていくことが、大阪の新たな治水対策のあるべき姿であると考える。
２　槇尾川における整備手法について
我が会派は、大阪府河川整備委員会の山下淳委員長から府知事あてに提出された「二級河川槇尾川の治水対策に関する意見書」（平成２２年１１月１７日）における「河川改修＋局所改修＋堤防補強」案を選択すべきと考える。理由は次の①～③のとおりである。

1 当面の治水目標が８０ミリから６５ミリに変更されたと理解すべきである。
2 局所改修という手法で６５ミリに対応することにより、危険度Ⅱ（床上浸水程度）を解消することができる。
3 コストが最も低い。（今後のコストは現計画よりも２８億円低い。）
整備手法選択を検討するに際しては、前提が８０ミリ対応から６５ミリ対応へと変化したことに留意すべきである。つまり、６５ミリ対応という治水目標に向かう手段として、どの整備手法が最も適しているか、という問題であって、ダムがいいのか悪いのか、という視点から捉えるべき問題ではない。そうなると、コストが最も低く、６５ミリの雨に対応し、超過洪水にも配慮のある「河川改修＋局所改修＋堤防補強」案を採択するほかはない。
　なお、一般的に、ダムが治水対策として効果を発揮する場合もあることは確かであり、本見解はダムの治水機能そのものに疑問を挟むものではないことを、念のために申し添えておく。
３　治水対策と公共工事における議会の役割
槇尾川ダムは、昭和５７年８月の台風１０号により、流域が大きな被害を受けたことを契機として構想がスタートし、平成３年度には、国の補助を受けて調査や設計が可能な段階にまで進んだ。その後、平成７年７月には、梅雨前線による豪雨により、再び大きな被害が発生してしまっているが、同年度に国の事業採択を受けることとなり、いよいよダム建設に向けての用地買収や工事着手が可能な段階へと進んでいったわけである。
その後、平成２０年２月に橋下知事が誕生し、「財政再建プログラム（案）」により、２０年度に予定されていたダム本体工事の着手はいったん見送られたものの、翌２１年度当初予算にはダム本体工事の予算が計上された。そして２１年５月定例会において、その工事請負契約が議決され、工事着手に至ったのである。

議会としては、これまでもダム整備に向けた予算が含まれた議案等を議決してきており、我が会派としては、これらの議決を軽視するつもりは毛頭ない。しかしながら、ダム計画当時からこれまでの間に、社会、経済、政治等を取り巻く状況が大きく変化する中で、我が会派としても、今回、立ち止まって過去を振り返り、状況を検証したところ、時点修正はやむを得ないと感じたのである。
今回の議論は、橋下知事が２１年９月に「ダムは原則つくりたくない」と表明されたことから始まったわけであるが、治水対策というものについて改めて検証する機会を得られたことは非常に意義がある。このようなことがなければ、槇尾川のダム事業は、このまま粛々と推進されていた可能性が高い。
これまでの公共事業というものは、いったん推進を決めたら、とにかく継続させ完成させる、ということが当たり前であった。しかし、場合によっては、過去の判断に縛られず、再度議論することも必要である。そして、議会自らが新たな方向性を示していくために、積極的に議論をリードしていかねばならないと考える。
４　課題
（１）ダム事業から撤退した場合の地元等への配慮と説明

　本見解は、結果として本体工事着手済みのダム事業からの撤退を求める内容となっているが、ダム事業からの撤退を決断すれば、当然ながら、地元やダム事業協力者等への配慮と説明が求められることは言うまでもない。また、上流部では、新たに河川を拡幅する必要が生じることから、一部用地買収が必要となる。上流部の住民に対しては、今後とも槇尾川の治水対策にご理解とご協力をいただかなければならず、とりわけ、十分な配慮と丁寧な説明を行う必要がある。
我が会派が特に配慮すべきと考える具体的な点を以下に掲げるので、行政として、誠意をもって真摯に対応することを求める。

・流木対策を、上流部の河川整備よりも率先して着手すること。

・付替道路は、通常のインフラ整備として、当初の計画どおりに完成させること。

・ダム本体予定地両岸の山肌は、一部工事が進められているが、土砂の崩落を防止し、安全性が確保されるような対策工事を、できるだけ早期に完了させること。
・地元の安心を担保できるような、スムーズな情報伝達や避難等が行えるようにするための対策、及びその他のソフト対策を、河川整備と並行して実施し、充実させていくこと。
（２）地先の危険度評価と当面の治水目標
　これまでは、１００年に一度の大雨に対応する、という治水目標はあったものの、各河川の流域において具体的にどんな危険が考えられるのか、ということについて府民に説明する機会はあまりなかった。「今後の治水対策の進め方」に基づけば、槇尾川以外の河川についても地先の危険度評価を実施し、今後２０～３０年程度で目指すべき当面の治水目標を設定、公表していくこととなるが、府民の安全、安心に関わることでもあるので、できるだけ早急に実施すべきである。
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